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第３章 今後の制度的課題 

 

第１節 災害から生命を守り、被災者の暮らしを支え・再生する取組 

  

（１） 災害から生命を守るための初動対応 

 ③ 安全で確実な避難（p.11-12） 

○ 平時から福祉避難所となる福祉施設等を決めておき、施設間の人材応援の

仕組みを構築すべきである。被災直後は、多くの高齢者や障がい者等の避難

所への避難があることから、人材を避難所に投入し、迅速かつ適切に福祉避

難所への移動を行うべきである。 

 

○ 災害時要援護者の避難の円滑化のため、地域の自主防災組織、民生委員・

児童委員、介護事業者、ボランティア等の多様な主体による支援体制を整備

すべきである。また、各地域で避難のシミュレーションの実施を推進すべき

である。 

 

（２） 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援 

 ② 避難所等における生活（p.16-p.17） 

○ 避難所の運営に当たっては、女性が責任者に加わり、高齢者、障がい者、

妊産婦、乳幼児や子どものいる家族等への配慮、男女共同参画の視点を重視

すべきである。 

  あわせて、被災者のニーズの変化に対応できるよう意向把握を実施した

り、声を出しにくい被災者の意見を集約できるよう相談スペースを設けるこ

となどが必要である。また、運営の基本的な部分で避難所が必要な水準を満

たすよう、基本的な部分について取組の指針を策定すべきである。 

 

○ 在宅での避難生活を余儀なくされた方々に対しても、国、地方公共団体、

民間企業、民間団体等の関係組織が協力して適切な対応をとることで、情報、

支援物資、福祉等のサービスの提供が行き届くよう、取組の指針を策定すべ

きである。 

 

 ③ 被災地への物資の円滑な供給（p.17） 

○  物資の備蓄、確保・輸送に際しては、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼  

児や子育て家庭、食事制限のある方等のニーズ、男女のニーズの違いに配  

慮すべきである。また、食糧の備蓄、輸送、配食等に当たっては、管理栄 

養士の活用を図るべきである。 
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④ 広域避難(p.18) 

○ 広域での被災住民の受入れが円滑に行われるよう、市町村・都道府県の区

域を越える被災住民の受入れ手続き、都道府県・国による調整手続を災害対

策基本法に規定したことを受け、災害時要援護者対策を含め、災害時に円滑

な広域避難が可能となるよう、各行政主体が具体的に避難先の想定、受入れ

方法の検討、手順のマニュアル化等を実施すべきである。 

 

⑦ 被災者の心のケアを含めた健康の確保(p.19) 

○ 生活環境の変化による高齢者等の生活不活発病、生活習慣病の悪化・増加、

こころの問題等健康上の課題が長期化することから、看護師・保健師等のチ

ームによる個別訪問や身近な場所での巡回相談など健康相談をできる仕組

みが必要である。 

 

⑨  災害時要援護者対策(p.20) 

○ 災害時要援護者名簿の作成などについて災害対策法制に位置付けるべき

である。 

 

○ 災害時要援護者名簿への対応が進まない要因として、個人情報保護法制が

挙げられることが多いため、個人情報保護法制との関係も整理すべきであ

る。 

 

○ 東日本大震災において、障がい者、高齢者、外国人、妊産婦等の災害時要

援護者について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な

場面があった。 

  これらを踏まえ、情報提供、支援物資の備蓄・確保・輸送、避難所生活、

仮設住宅入居など各段階における災害時要援護者の避難支援ガイドライン

の見直しを行うべきである。 

 

○ 災害時要援護者に対しては、状況に応じて、福祉施設職員等の応援体制が

整っている避難所を用意すべきである。 

 

○ 日頃から要援護者のケアを担当している社会福祉事業者の担当者が、避難

支援や家具固定などに携われる仕組みの検討が必要である。 

 

⑩ 男女共同参画の視点(p.21) 

○ 高齢者、障がい者、乳幼児などのニーズを踏まえた被災者支援には、日頃、

介護や子育てを担うことが多い女性の視点を重視することが必要であり、国

や地方公共団体の防災部局の担当職員についても、その男女比率を庁内全体

の職員の男女比率に近づけるなど、国や地方公共団体の防災に係る意思決定

の場における男女共同参画の推進を図るとともに、避難所や応急仮設住宅等

の意思決定の場においても男女共同参画の推進を図るべきである。 




